
平
成
二
三
年
一
二
月
に
行
わ

れ
た
「
財
務
省
国
家
公
務
員
宿

舎
の
削
減
の
あ
り
方
に
つ
い
て

の
検
討
会
」
で
は
、
業
務
上
宿

舎
が
必
要
な
国
家
公
務
員
の
業

務
内
容
と
そ
の
対
象
数
を
下
表

ー
①
の
様
に
位
置
付
け
て
い
ま

す
。財

務
省
は
こ
の
仕
分
け
に
も

と
づ
い
て
、
今
後
五
年
間
で
現

在
の
二
一
万
八
千
戸
か
ら
一
六

万
三
千
戸
に
ま
で
宿
舎
数
を
削

減
す
る
と
し
て
お
り
、
将
来
は

こ
の
一
六
万
三
千
戸
で
「
維
持

・
管
理
費
な
ど
を
宿
舎
の
使
用

料
金
で
賄
っ
て
い
く
」
と
し
て

い
ま
す
。

問
題
は
、
こ
の
「
宿
舎
使
用

料
算
定
基
礎
」
に
、
こ
れ
ま
で

含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
「
耐
震

改
修
費
・
維
持
管
理
費
・
土
地

建
物
借
料
・
人
件
費
・
建
設
費

用
な
ど
」
が
含
ま
れ
、
そ
の
結

果
、
国
家
公
務
員
の
宿
舎
料
金

を
二
倍
近
く
に
値
上
げ
す
る
根

拠

と

し

て

い

ま

す
。さ

ら

に

問

題

な

の

が

財

務

省

自

ら

が

認

め

て

い

る

よ

う

に

こ

の

一

六

万

三

千

戸
は
「
業

務

上

宿

舎

が

必

要

な

国

家

公

務

員

」

な

の
で
す
。

通

常

の

維

持

・

管

理

費

は

宿

舎

費

に

含
ま
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い

に
し
て
も
、
「
業
務
上
宿
舎
が

必
要
と
認
め
た
職
員
」
が
入
る

宿
舎
の
「
建
設
費
や
耐
震
補
強

費
・
土
地
借
地
料
な
ど
の
費

用
」
を
入
居
者
に
支
払
わ
せ
る

こ
と
は
全
く
道
理
が
あ
り
ま
せ

ん
。ま

た
、
こ
れ
ら
の
建
設
費
や

改
修
費
が
妥
当
な
額
で
あ
る
か

も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。下

表
ー
②
は
平
成
二
三
年
一

〇
月
二
一
日
「
財
務
省
理
財
局

資
料
」
よ
り
抜
粋
し
た
表
で
す
。

民
間
調
査
は
資
料
が
古
い
で

す
が
、
二
・
四
％
の
従
業
員
が

転
居
し
て
い
ま
す
が
、
国
家
公

務
員
全
体
で
一
一
・
三
％
、
国

交
省
で
は
国
家
公
務
員
の
中
で

も
最
高
の
一
八
・
七
％
、
約
二

割
の
職
員
が
毎
年
「
業
務
上
の

必
要
性
」
に
よ
り
転
居
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

年
間
従
業
員
の
数
％
し
か
転

居
し
な
い
民
間
従
業
員
と
は
あ

ま
り
に
実
態
が
か
け
離
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
実
態
を
無
視

し
て
大
幅
な
値
上
げ
は
公
務
員

バ
ッ
シ
ン
グ
に
便
乗
し
た
財
務

省
の
暴
挙
で
す
。
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＝許せない宿舎利用の値上げ（第２段）＝

耐震修繕費・借地料まで利用者負担
何故利用者が支払わなければならないのか？

表－① 「業務上宿舎が必要な国家公務員の業務内容と対象数」

業 務 の 類 型 対象数

１，離島、山間僻地に勤務する職員 ０．２万戸

２，頻度高く転居を伴う転勤などをしなくてはならない職員

（ 国家公務員の勤務他は広く点在している。加えて、不正や ５．２万戸

癒着の防止、適材適所、職員の育成上一定の地域に限定され

ることなく異動する）

３，住居場所が官署の近接地に制限されている職員

（ テロ・災害・暴動等の際に迅速に官署に駆けつけるため １．３万戸

居住地が官署の近隣に制限されている職員 無料宿舎）

４，災害・テロを含め事件・事故などが発生した際、BCPな
どに基づいて、緊急参集する、「緊急参集要員」 ８．３万戸

５，国会、法案、予算など゜の業務に従事し、深夜・早朝に

勤務を強いられる職員 １．２万戸

合 計 １６.３万戸

表ー② 「国家公務員の転勤者数（Ｈ２１／６／１～Ｈ２２／５／３１）

省庁名 貸与対象職員数 転勤者数 転勤率％

国交省 ５９，９４８人 １１，１８５人 １８．７％

環境省 １，２００ １８８ １５．７

農水省 ２４，０６１ ３，３６０ １４．０

内閣府 １３，５７５ １，８３２ １３．５

法務省 ５１，８２３ ６，５０４ １２．６

全省庁計 ４８２，４９９ ５４，６１１ １１．３

民間企業の転勤率(企業規模千人以上）は２．４％（平成７年労働省調査）

国
交
省
職
員
は
、

毎
年
約
二
割
が

転
居
し
て
い
る
！

職
場
か
ら
反
対
の
声
を
大
き
く
し
、

宿
舎
料
金
値
上
げ
を
中
止
さ
せ
よ
う
！

前
号
（
ユ
ニ
オ
ン
ニ
ュ
ー
ス
一
九
二
号
）
で
、
国
家
公
務
員
宿
舎
の
宿
舎
料
金
が
、
民
間
社
宅

の
宿
舎
料
金
と
差
が
な
く
、
さ
ら
に
、
企
業
規
模
一
〇
〇
人
以
上
で
転
勤
の
あ
る
民
間
企
業
の
社

宅
保
有
率
が
七
五
％
に
も
達
し
て
お
り
、
決
し
て
国
家
公
務
員
の
宿
舎
実
態
が
恵
ま
れ
過
ぎ
て
い

る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
宿
舎
の
大
幅
削
減
と
宿
舎
料
金
の
「
二
倍
近
く
の
値
上
げ
」

の
問
題
点
、
不
当
性
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

今
号
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
大
幅
値
上
げ
の
矛
盾
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
ま
す
。

な
お
、
平
成
二
三
年
一

二
月
に
行
わ
れ
た
「
財
務

省
国
家
公
務
員
宿
舎
の
削

減
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

検
討
会
」
で
も
、
「
宿
舎

使
用
料
（
駐
車
料
金
含
む
）

に
つ
い
て
は
、
現
状
の
社

宅
賃
料
と
概
ね
同
水
準
に

な
っ
て
い
る
所
で
は
あ

る
」
と
、
決
し
て
国
家
公

務
員
が
民
間
よ
り
安
い
使

用
料
金
で
宿
舎
に
入
居
し

て
い
る
実
態
で
は
な
い
こ

と
を
認
め
て
い
ま
す
。



冒
頭
、
委
員
長
か
ら
要
求
書

に
関
し
て
ユ
ニ
オ
ン
の
考
え
を

説
明
し
、
そ
れ
に
対
し
て
総
務

省
か
ら
、
次
の
よ
う
な
回
答
が

さ
れ
ま
し
た
。

（
賃
金
削
減
の
撤
回
）

人
勧
制
度
尊
重
は
政
府
の
基

本
的
姿
勢
で
あ
る
。

し
か
し
、
厳
し
い
財
政
状
況

・
東
日
本
大
震
災
の
復
興
予
算

確
保
の
た
め
、
「
国
家
公
務
員

の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
」
（
給
与
特
例

法
）
と
し
て
極
め
て
異
例
な
措

置
、
や
む
を
得
な
い
措
置
を
と

っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
予
算
を
削

減
す
る
中
で
、
国
家
公
務
員
に

も
賃
金
の
削
減
を
お
願
い
し
て

お
り
、
ご
理
解
願
い
た
い
。

（
五
五
歳
以
上
職
員
の

給
与
抑
制
）

特
例
法
成
立
な
ど
の
状
況
を

踏
ま
え
、
給
与
関
係
閣
僚
会
議

で
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
回
答
に
対
し
て
、

「
法
律
違
反
の
行
為
が
「
異
例

の
措
置
」
「
や
む
を
得
な
い
措

置
」
と
し
て
、
法
治
国
家
で
ま

か
り
通
る
こ
と
は
問
題
だ
。
」

「
東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
、

全
国
各
地
で
発
生
す
る
災
害
に

対
し
て
、
国
交
省
の
管
理
職
員

は
、
寝
食
を
忘
れ
災
害
防
止
や

復
旧
に
奮
闘
し
て
い
る
。
今
回

の
よ
う
な
措
置
は
、
勤
労
意
欲
、

職
場
の
活
気
も
奪
い
去
っ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
追
求

し
ま
し
た
。

【
追
求
す
る
ユ
ニ
オ
ン
】

↓

【
回
答
す
る
総
務
省
】

↓

ま
た
、
交
渉
議
題
と
は
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
「
皆
さ
ん

の
関
心
の
高
い
項
目
で
あ
る
の

で
、
担
当
か
ら
説
明
を
行
う
」

と
し
て
、
次
の
二
点
に
つ
い
て

回
答
さ
れ
ま
し
た
。

（
労
働
基
本
権
回
復
）

自
立
的
労
使
関
係
確
立
に
向

け
六
月
に
法
案
を
提
出
し
た
。

継
続
審
議
と
な
り
関
係
委
員

会
で
審
議
中
で
あ
る
。

臨
時
国
会
で
も
審
議
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
退
職
金
切
下
げ
反
対
）

五
～
六
年
に
一
度
民
間
調
査

を
行
い
、
見
直
し
を
行
っ
て
い

る
。

こ
れ
ま
で
昭
和
六
〇
年

度
、
平
成
一
五
年
度
に
行
っ
て

お
り
、
今
回
が
三
回
目
の
実
施

と
な
る
。

現
在
、
岡
田
副
総
理
の
下
、

専
門
委
員
会
で
の
議
論
を
経

て
、
人
事
院
の
「
四
〇
二
万
六

千
円
の
較
差
が
あ
る
」
と
の
報

告
に
つ
い
て
は
、
妥
当
性
が
あ

る
と
し
て
八
月
七
日
に
閣
議
決

定
し
た
。
大
き
な
変
化
と
な
る

こ
と
か
ら
三
段
階
に
分
け
て
削

減
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
回
答
に
対
し
て
、

ユ
ニ
オ
ン
か
ら
考
え
方
の
矛
盾

や
職
場
感
情
を
顧
み
な
い
政
府

の
や
り
方
に
対
し
て
追
求
し
ま

し
た
。

最
後
に
「
国
公
で
唯
一
の
管

理
職
組
合
で
あ
る
。
今
後
も
き

ち
ん
と
対
応
を
お
願
い
し
た

い
。
現
場
の
管
理
職
の
状
況
を

し
っ
か
り
受
け
止
め
て
欲
し

い
」
と
締
め
括
り
ま
し
た
。

職
場
か
ら
の
運
動
に
よ
り
、

「
５
５
歳
以
上
の
昇
給
停
止
」

先
送
り
が
決
定

政
府
は
「
来
年
一
月
か
ら
五
五
歳
以
上
の
国
家
公
務
員
の
昇
給
を
原

則
廃
止
す
る
よ
う
求
め
た
本
年
度
の
人
事
院
勧
告
の
実
施
」
を
先
送
り

す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

国
家
公
務
員
給
与
は
、
連
年
に
渡
る
賃
金
切
り
下
げ
に
続
き
、
昨
年

の
震
災
復
興
の
財
源
捻
出
を
口
実
に
、
臨
時
特
例
法
で
今
年
四
月
か
ら

二
年
間
は
、
平
均
七
・
八
削
減
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
賃
金
切
り
下

げ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
な
、
さ
ら
に
、
年
齢
差
別
を
持
ち
込
む

よ
う
な
今
回
の
｢人
勧
｣
に
対
し
て
、
職
場
か
ら
大
き
な
怒
り
の
声
が
上

が
っ
て
い
ま
し
た
。
ユ
ニ
オ
ン
も
、
勧
告
前
か
ら
人
事
院
や
政
府
に
対

し
て
、
抗
議
電
・
文
の
提
出
を
行
う
な
ど
、
反
対
行
動
を
展
開
し
て
き

ま
し
た
。
要
求
実
現
！
！

賃金・退職金問題で総務省と団体交渉を実施
寝食を忘れ、災害防止、復旧のため奮闘しているのに

法律違反の賃金削減がなぜ許されるのか法律違反の賃金削減がなぜ許されるのか！！！！

交
渉
は
、
九
月
一
三
日
の
予
備
交
渉
を
受
け
て
、
一
〇

月
三
日
一
三
時
三
〇
分
か
ら
、
総
務
省
会
議
室
で
実
施
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
団
体
交
渉
に
は
、
ユ
ニ
オ
ン
か
ら
岡
村

委
員
長
以
下
一
六
名
が
参
加
、
総
務
省
か
ら
は
、
森
谷
給

与
担
当
参
事
官
補
佐
、
大
堀
退
職
手
当
参
事
官
補
佐
、
田

中
労
働
国
際
担
当
参
事
官
補
佐
他
二
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

地
方
か
ら
の
大
き
な

反
対
で
整
備
局
な
ど
の

「
移
譲
法
案
」
の
閣
議

決
定
が
出
来
な
か
っ
た

政
府
は
、
こ
の
臨
時
国

会
で
の
提
出
を
目
指
し
、

法
案
の
修
正
作
業
を
行

っ
て
き
ま
と
し
た
が
、

広
域
連
「
広
域
連
合
へ
の
移
譲

に
当
た
っ
て
は
当
該
市

町
村
の
同
意
が
必
要
」

と
修
正
し
､
衆
参
で
の
審

議
が
一
日
も
満
た
な
い

中
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国

会
解
散
の
ど
さ
く
さ
に

紛
れ
て
閣
議
決
定
を
行

い
ま
し
た
。

こ
ん
な
汚
い
や
り
方

で
し
か
決
定
出
来
な
い

法
案
な
ど
、
絶
対
成
立

さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

戦
い
は
こ
こ
か
ら
で
す
。

出先機関の移譲 市町村の同意が条件に


